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議案第９０号 

 

神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全部改正に伴い、神奈川県後期高

齢者医療広域連合規約を次のとおり変更する。 

 

平成２０年 ６ 月 ２ 日提出           

川崎市長 阿 部 孝 夫        

 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合規約を次のように変更する。 

第４条ただし書中「各号の」を「次に掲げる」に、「（平成１８年政令第２

９４号）で定める」を「（平成１９年政令第３１８号）で定める事務のほか、 

別表第１に規定する」に改める。 

第８条中「別表第１」を「別表第２」に改める。 

第１７条第２項及び附則第６項中「別表第２」を「別表第３」に改める。 

別表第２を別表第３とし、別表第１を別表第２とし、同表の前に次の１表を

加える。 
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別表第１（第４条） 

１ 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付 

２ 保険料の額の通知書の引渡し 

３ 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付 

４ 保険料の徴収猶予の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書

の引渡し 

５ 保険料の減免に係る申請書の提出の受付 

６ 保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引

渡し 

７ 保険料に関する申告書の提出の受付 

８ 前各号に掲げる事務に付随する事務 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項

の規定に基づく神奈川県知事の許可を受けた日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

提 案 要 旨 

 

 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全部改正に伴い、神奈川県後期高

齢者医療広域連合規約を変更することに関して、関係市町村と協議したいので、

地方自治法第２９１条の１１の規定により提出する。 


